
 

参考様式第２  

空き家対策総合実施計画 
 

１．計画の実施地区の区域 

(1)実施地区の区域 

所在地：東洋町全域             面積：７，４０２ｈａ 

 

２．基本的方針 

(1)実施地区の概要 

東洋町は、高知県の東部に位置し、過疎化が進む中山間地域である。人口は、 

昭和３５年の８，１０２人をピークに減少傾向にあり、平成２７年には２，５ 

８３人にまで減少している。また、平成２５年時点は高知県全体で６９，８０ 

０戸と、空き家数の増加が進む中、東洋町においても、空き家数が増加してき 

ている。 

 

(2)実施地区の課題 

東洋町では、高齢化が進んでいることから今以上の空き家の発生が懸念され、 

現在の空き家対策並びに今後の空き家発生を抑制するため、早期の空き家活用、 

除却施策が必要となっている。 

 

(3)実施地区の整備の方針 

現存する空き家を利活用できるよう改修し、移住者や住宅困窮者の住宅や移 

住お試し住宅等、地域活性化のために利用する施設に活用する。また、管理不 

全により倒壊の危険がある空き家等については除却を進める。 

 

(4)空き家対策総合実施計画の目標 

 令和７年度までに活用６４件、除却１３６件の実施を目指す。 

 

(5)連携した協議会等の概要 

 名称：高知県居住支援協議会 

     代表者：会長 田中 きよむ 

     主な構成員：別紙のとおり 

 

３．空き家の活用と除却に関する事項 

(1)空き家対策基本事業に関する事項 

事業

手法 
施行者 事業対象 

活用用途又は跡地の

活用 
棟数 

事業実施予定時

期 

活用 

東洋町 空家住宅等 移住者支援住宅等 15 H28.6～R8.3 

所有者等 空家住宅等 移住者支援住宅等 48 R4.6～R8.3 

東洋町 町有施設 コニュニティ施設 1 H28.6～R8.3 

除却 

東洋町 不良住宅 定めなし 3 H28.6～R5.3 

所有者等 不良住宅 定めなし 121 H28.6～R8.3 

東洋町 町有不良住宅 定めなし 12 H29.10～R5.3 

実態

把握 
  ― ―  
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東洋町  空家住宅等 移住者支援住宅等 6 R6.12～R8.3 

    

４．他の空き家対策に関する事項※  

(1)他の空き家対策に関する事項 

・空き家対策促進事業 

施行者 事業対象 事業内容 事業実施予定時期 

所有者等 空家住宅等（活用予定） 空き家残置物処分 R5.7- R8.3 

 

(2)空き家対策総合支援事業の補助対象以外の空き家対策に関する取組 

事業概要 施行者 事業実施予定時期 

空き家相談窓口 東洋町 H28.6～R8.3 

空き家相談窓口 
高知県居住支援協議会 

空き家対策部会 H28.8～R8.3 

 

５．その他必要な事項※ 

特になし 

 

（注１）空き家対策基本事業については、原則として活用と除却の両方を記入すること。

ただし、活用と除却の実施期間は同一年度でなくてもかまわない。 

（注２）空き家対策附帯事業、空き家対策関連事業、空き家対策促進事業については、

４(1)の該当箇所に各事業の必要事項を記入すること。 

（注３）住宅市街地総合整備事業制度要綱第 25 第 3 項第一号、第二号に掲げるもの

のうち、空き家対策総合実施計画に関連する記述について抜粋したものを添付する

こと。 

（注４）※の事項については該当がない場合はその旨を記入すること。 

（注５）制度要綱第 25 第２項の規定に基づき、空家等対策計画と重複した内容の記載

がある事項については定めることを要しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

空き家対策総合支援事業実施場所 

東洋町全域 



 


